
金
滞
古
蹟
志
血
管
大

休
も
無
v
之
、
御
用
無
い
之
に
付
、
大
槻
停
職
屋
敷
之
内
へ
掛
け
入
れ
‘

水
道
付
直
し
、
容
水
は
千
石
町
往
還
の
遺
際
最
前
之
還
り
相
通
し
、
共

の
外
水
漏
掘
・
土
取
穴
等
寄

2
F塑
可
v
申
皆
、
被
a
仰
出
-
&
E見
ね

た
り
。
さ
れ
ば
大
槻
未
だ
小
身
の
時
よ
り
、
此
の
地
に
居
第
を
賜
ひ

し
事
知
ら
れ
け
り
。

。
大
槻
御
成
門

従
前
は
金
滞
感
校
の
後
ロ
地
に
往
来
る
り
て
、
片
側
は
感
校
、
片
側
は

細
工
所
の
土
塀
た
り
し
が
、
古
き
門
あ
り
。
此
の
門
を
大
槻
御
成
御

門
と
俗
稀
す
。
そ
の
か
み
大
槻
の
全
盛
危
り
し
頃
、
参
議
中
将
吉
徳

卿
城
中
よ
り
大
槻
屋
敷
へ
入
ら
せ
ら
れ
し
時
、
此
の
門
よ
り
出
で
給

ふ
に
付
き
、
共
の
頃
建
て
ら
れ
し
門
也
と
云
ひ
停
へ
た
り
。
越
国
公

年
譜
に
.
亭
保
十
三
年
五
月
廿
三
日
泉
野
議
へ
御
鷹
野
御
蹄
り
之

節
‘
大
槻
停
磁
朝
元
庭
御
克
之
旨
に
て
御
立
寄
伊
成
。
子
v
時
停
磁

百
三
十
石
、
新
品
骨
粗
並
に
御
活
習
相
勤
め
、
居
宅
仙
石
町
也
と
あ
り
。

さ
れ
ば
い
ま
だ
小
身
の
頃
よ
り
、
共
の
居
宅
へ
入
ら
せ
ら
れ
し
事
知

る
ぺ
し
。

。
大
槻
内
議
允
朝
元
惇

越
路
鏡
に
云
ふ
。
宰
相
中
綿
密
ロ
徳
卿
の
鎚
匡
大
槻
内
磁
允
の
父
は
‘

り
、
御
数
脊
の
倹
約
を
事
と
す
。
去
秋
御
蹄
回
以
後
は
‘
一
向
此
の

事
に
の
み
心
力
を
欝
用
云
々
。
叉
泊
番
の
頃
は
大
奥
へ
此
の
者
一
人

被
主
連
御
床
も
ご
m
k
敷
並
ぺ
、
女
中
も
無
梅
.
共
鹿
へ
被
v
鴛
v

召
故
、
稔
徳
彰
聞
不
v
忍
v
鶴
一
式
々
。
ま
た
高
徳
公
以
来
御
軍
用
之
錫

め
貯
へ
置
か
れ
た
る
獅
子
土
磁
の
古
金
銀
を
も
、
悉
く
取
出
し
た
る

事
た
E
も
記
載
せ
り
。
時
間
士
系
譜
を
按
宇
る
に
‘
父
長
兵
衛
と
云
ふ

者
網
紀
卿
の
時
割
場
附
足
騒
と
成
り
、
後
小
頭
に
穂
じ
、
享
保
十
三

年
定
番
歩
に
立
身
し
.
一
元
文
一
万
年
小
頭
と
成
り
‘
新
知
百
石
賜
は
る
。

朝
元
は
貨
に
長
兵
衛
の
兄
持
弓
足
極
小
頭
大
槻
七
左
衛
門
の
三
男

也
。
長
兵
衛
の
養
子
と
成
り
、
正
徳
四
年
掃
除
坊
主
に
抱
え
ら
れ
、

同
年
江
戸
へ
相
詰
め
.
吉
徳
卿
御
部
屋
付
御
居
間
方
と
成
り
、
享
保

十
一
年
E
月
歩
組
に
立
身
し
‘
束
髪
し
て
大
槻
僻
械
と
檎
す
。
同
年

十
二
月
新
知
百
三
拾
石
新
番
組
と
成
り
、
同
十
四
年
九
月
百
石
加
増

組
外
に
立
身
、
同
十
五
年
某
月
百
石
加
培
、
同
十
七
年
E
月
菅
石
加

増
‘
同
十
八
年
七
月
百
石
加
増
‘
合
五
百
五
拾
石
、
同
十
九
年
五
月

犬
小
勝
御
活
習
よ
り
物
頭
並
と
成
り
‘
元
文
元
年
二
月
二
百
石
加

増
.
周
年
十
二
月
二
百
石
加
培
、
同
二
年
八
月
二
百
石
加
培
、
都
合

千
五
百
五
十
石
組
頭
並
と
成
り
、
同
三
年
某
月
二
百
石
加
培
、
同
五

金
揮
官
蹟
志
品
智
大

四

石
川
郡
久
安
村
の
土
民
長
兵
衛
と
て
共
の
身
銭
焔
足
越
と
成
り
、
大

槻
長
兵
衛
と
稀
す
。
男
子
を
御
居
間
坊
主
に
出
し
、
大
槻
朝
一
克
と
名

乗
り
勤
め
け
る
底
.
吉
徳
卿
の
御
意
に
臆
じ
‘
東
援
を
命
ぜ
ら
れ
、

大
槻
停
磁
と
改
稿
し
、
士
列
と
成
り
た
り
0
.
元
来
才
智
強
明
た
る
故

遁
々
立
身
し
、
内
磁
允
朝
元
と
稀
し
、
人
持
組
と
成
り
.
三
千
八
百

石
を
賜
は
り
け
り
。
心
中
に
反
逆
の
企
て
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
中
一
ロ
徳

卿
男
色
に
御
心
を
迷
は
せ
け
る
に
よ
り
、
露
悟
り
給
は
宇
。
何
事
も

彼
が
申
す
皆
に
任
せ
ら
れ
.
内
磁
允
は
笠
有
る
を
以
て
先
づ
財
貨
を

奪
ひ
、
人
事
を
計
り
、
御
貯
用
の
金
磁
た
る
金
銀
を
取
り
出
し
.
費

識
も
答
虚
と
は
成
り
け
り
一
宮
々
。
青
地
磁
斡
の
波
新
秘
策
に
戦
せ
た

る
寛
保
二
年
の
帯
簡
に
去
ふ
0

・
大
槻
内
磁
允
ほ
御
先
代
以
来
、
掃
除

坊
主
に

τ大
槻
朝
元
と
稽
し
、
御
居
間
坊
主
に
成
り
、
男
色
の
御
寵

愛
よ
り
粉
t
出
頭
し
、
東
援
の
後
偲
磁
と
改
稿
し
、
御
徒
組
へ
入
る
。

夫
れ
よ
り
新
番
に
移
り
、
程
友
く
御
小
持
組
に
入
り
‘
迭
に
御
使
番

並
に
成
り
、
物
頭
並
よ
り
去
々
年
組
頭
並
、
夫
れ
よ
り
人
持
組
に
被
v

命
‘
日
夜
御
側
に
相
勤
め
、
御
織
愛
陀
過
霊
し
‘
去
年
以
来
は
御
園

に
於
て
も
御
政
敏
切
に
預
り
、
御
家
老
の
内
前
回
大
串
は
父
修
理
以
来

縁
者
と
成
り
、
玉
井
市
疋
は
傍
観
を
以
て
取
入
り
、
是
が
羽
翼
と
成

年
正
月
二
百
石
加
増
馬
廻
頭
並
と
成
り
‘
同
年
十
二
月
三
百
石
加

増
.
寛
保
元
年
二
月
二
百
五
十
石
加
培
、
都
合
二
千
三
百
石
人
持
組

と
成
り
、
本
多
安
易
守
へ
組
入
り
、
同
二
年
正
月
五
百
石
加
増
‘
同

年
十
二
月
五
百
石
加
培
、
同
三
年
十
二
月
五
百
石
都
合
三
千
八
百
石

と
成
り
、
延
享
四
年
十
二
月
十
八
日
遠
島
被
v
命
、
賞
分
成
瀬
内
競
助

へ
被
v
預
、
寛
延
元
年
凶
月
十
八
日
越
中
国
五
ク
山
之
内
楓
山
村
へ
出

立
、
翌
十
九
日
到
着
、
禁
剣
へ
入
り
‘
同
年
九
月
十
二
日
於
-
崇
銅

中
-
自
答
.
子
v
時
四
十
七
歳
と
あ
り
。
年
穏
に
、
延
享
二
年
六
月
十

一
一
日
吉
徳
卿
菟
去
.
同
年
七
月
世
子
宗
民
君
家
替
を
縫
ぎ
、
翌
三
年

十
二
月
卒
去
、
御
舎
弟
霊
照
君
嗣
子
と
成
り
、
四
年
正
月
家
替
を
縫

ぎ
、
五
月
江
戸
よ
り
入
部
、
十
二
月
十
八
日
四
つ
時
頃
大
槻
内
臓
允

居
屋
敷
を
足
軽
悶
十
人
に
て
取
り
巻
き
、
出
入
を
禁
じ
‘
組
頭
本
多

安
房
守
の
宅
へ
呼
出
し
、
横
山
大
和
守
・
奥
村
助
右
衛
門
等
列
座
に

て
‘
知
行
被
昌
召
放
一
居
屋
敷
取
扱
に
成
り
、
成
瀬
内
臓
助
宅
に
禁
制
.

遺
而
越
中
五
ケ
山
へ
配
流
之
官
安
房
守
申
波
、
内
議
助
請
取
使
者
に

相
渡
す
也
。
居
宅
跡
関
所
、
御
小
勝
横
目
村
田
吉
左
衛
門
内
臓
允
出
宅

以
前
よ
り
罷
越
し
.
前
田
修
理
・
深
美
治
部
・
庄
岡
舎
人
.
彼
の
方
へ

可
=
罷
越
-
申
渡
有
ν
之
に
付
き
.
印
刻
罷
越
し
‘
諸
道
具
等
相
改
め
吉

五




